
（
名

　
　

　
　

称
）

（
顧

問
・
相

談
役

及
び

特
別

会
員

）

第
　

　
１

　
　

条
本

倶
楽

部
は

、
明

星
高

校
野

球
倶

楽
部

と
称

す
る

。
第

　
　

１
０

　
　

条
（
１

）
本

倶
楽

部
に

顧
問

・
相

談
役

及
び

特
別

会
員

を
若

干
名

置
く
こ

と
が

で
き

る
。

（
目

　
　

　
　

的
）

　
　

　
顧

問
・
相

談
役

及
び

特
別

会
員

は
、

理
事

会
の

推
薦

に
よ

り
会

長
が

委
嘱

す
る

。

第
　

　
２

　
　

条
本

倶
楽

部
は

、
明

星
高

校
野

球
部

の
O

B
と

し
て

、
野

球
部

現
役

へ
の

激
励

と
支

援
、

（
２

）
顧

問
並

び
に

相
談

役
は

、
会

長
の

諮
問

に
応

じ
会

議
に

出
席

し
て

意
見

を

並
び

に
会

員
間

の
親

睦
と

交
流

を
目

的
と

す
る

。
　

　
　

述
べ

る
事

が
で

き
る

。
但

し
、

理
事

会
に

お
け

る
議

決
権

を
持

た
な

い
。

（
活

　
　

　
　

動
)

（
総

　
　

　
　

会
）

第
　

　
３

　
　

条
本

倶
楽

部
は

、
第

２
条

の
目

的
達

成
の

為
の

諸
活

動
を

積
極

的
に

行
う

。
第

　
　

１
１

　
　

条
（
１

）
定

期
総

会
は

年
１

回
と

し
、

毎
年

１
月

に
開

催
す

る
。

（
事

 　
務

 　
局

)
（
２

）
臨

時
総

会
は

必
要

に
応

じ
、

理
事

会
の

承
認

を
得

て
開

催
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
　

　
４

　
　

条
本

倶
楽

部
の

事
務

局
を

大
阪

府
に

置
く
。

（
３

）
総

会
で

は
次

の
事

項
を

議
決

す
る

。

（
会

　
　

　
　

員
）

　
　

　
　

　
１

）
会

則
の

改
廃

第
　

　
５

　
　

条
本

倶
楽

部
の

会
員

は
、

明
星

高
校

野
球

部
に

在
籍

し
た

者
と

す
る

。
　

　
　

　
　

２
）
理

事
の

承
認

（
会

　
　

　
　

費
）

　
　

　
　

　
３

）
事

業
計

画
及

び
報

告
、

予
算

及
び

決
算

の
承

認

第
　

　
６

　
　

条
会

員
は

、
毎

年
所

定
の

納
期

に
会

費
を

納
入

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　

　
　

　
４

）
会

の
解

散

年
会

費
を

一
般

1
0
,0

0
0
円

　
大

学
生

は
5
,0

0
0
円

と
す

る
。

　
　

　
　

　
５

）
そ

の
他

、
会

の
重

要
事

項
の

承
認

。

但
し

、
当

該
年

新
卒

者
は

4
年

分
2
0
,0

0
0
円

を
納

入
す

る
事

と
す

る
。

（
役

 　
員

 　
会

）

（
役

　
　

　
　

員
）

第
　

　
１

２
　

　
条

（
１

）
理

事
会

は
必

要
の

都
度

開
催

す
る

。

第
　

　
７

　
　

条
本

倶
楽

部
に

次
の

役
員

を
置

く
。

（
２

）
理

事
会

は
総

会
に

提
出

す
る

議
案

の
審

議
処

理
並

び
に

本
倶

楽
部

の

会
長

　
　

　
　

1
名

会
計

　
　

　
　

1
名

　
　

　
運

営
方

法
、

重
要

事
項

の
審

議
決

定
を

行
う

。

副
会

長
　

　
 ２

名
理

事
　

　
若

干
名

（
議

 　
事

 　
録

）

監
事

　
　

　
　

２
名

第
　

　
１

３
　

　
条

会
議

は
総

て
議

事
録

を
備

え
付

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
役

員
の

選
出

及
び

任
期

）
（
会

 計
 年

 度
）

第
　

　
８

　
　

条
（
１

）
理

事
は

本
倶

楽
部

の
会

員
た

る
こ

と
を

要
し

、
総

会
に

お
い

て
承

認
及

び
解

任
す

る
。

第
　

　
１

４
　

　
条

本
倶

楽
部

の
会

計
年

度
は

１
月

１
日

に
始

ま
り

１
２

月
３

１
日

に
終

わ
る

。

（
２

）
理

事
の

任
期

は
３

年
と

す
る

。
但

し
、

途
中

で
補

選
さ

れ
た

理
事

は
前

任
者

の
残

存
（
経

　
　

　
費

）

　
　

　
期

間
と

す
る

。
第

　
　

１
５

　
　

条
本

倶
楽

部
の

運
営

に
要

す
る

経
費

は
、

会
費

及
び

特
別

会
費

・
寄

付
金

・
基

金

（
３

）
理

事
の

選
任

に
つ

い
て

は
、

現
理

事
の

推
薦

と
す

る
。

そ
の

他
の

収
入

を
も

っ
て

こ
れ

に
充

て
る

。

（
４

）
正

・
副

会
長

は
役

員
の

互
選

に
お

い
て

決
定

す
る

。
（
そ

　
 の

 　
他

）

（
役

員
の

職
務

）
第

　
　

１
６

　
　

条
本

会
則

に
定

め
な

い
事

項
等

は
、

総
て

理
事

会
に

置
い

て
こ

れ
を

さ
だ

め
る

。

第
　

　
９

　
　

条
（
１

）
会

長
は

、
本

倶
楽

部
を

代
表

し
会

務
を

総
括

す
る

。

（
２

）
副

会
長

は
、

会
長

を
補

佐
し

会
長

事
故

あ
る

時
は

、
予

め
定

め
ら

れ
た

順
に

よ
り

　
　

 そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

（
３

）
会

計
理

事
は

、
会

計
を

司
る

。

（
４

）
理

事
は

、
理

事
会

を
組

織
し

て
会

務
を

執
行

す
る

。

（
５

）
監

事
は

所
務

を
監

査
し

、
理

事
会

に
置

い
て

意
見

を
述

べ
る

こ
と

が
で

き
る

。

平
成

2
2
年

　
１

月
１

１
日

　
施

行

明
星

高
校

野
球

倶
楽

部
会

則
明

星
高

校
野

球
倶

楽
部

会
則

明
星

高
校

野
球

倶
楽

部
会

則
明

星
高

校
野

球
倶

楽
部

会
則


